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第８章 医療の確保 
  

（１）地域医療体制の充実 
 

＜現況と課題＞ 

本市の平成 30 年末の医療施設に従事する人口 10 万人当たりの医師数は 174.6 人であり、岐阜

県の 215.1 人や全国の 246.7 人と比較しても少ない状況が続いており、医師の確保が深刻な課題

となっています。市内の公立医療機関においては、必要な地域医療を確保するため、岐阜大学医学

部や県への医師の派遣要請を行うなど医師の確保に努めていますが、医師以外にも、薬剤師、助産

師、看護師、介護職をはじめとした医療従事者の不足も深刻化しています。今後、退職者が続く中

で、医師や看護師等の確保が厳しさを増していくと考えられます。このほか、市内では、市街地に

医療機関が集中していることから、医療機関の市街地と周辺部の偏在を緩和するための医療体制

が求められます。 

これらのことを踏まえ、地域医療をさらに広域連携のもとで支えるべく、中長期的に持続可能

な地域医療体制をつくる仕組みとして、これまでの郡上地域医療センターを発展的に拡大し、国

保白鳥病院を基幹病院として平成 27 年 4 月から「県北西部地域医療センター」を立ち上げたほ

か、令和 2 年 4 月からは地域医療連携推進法人県北西部地域医療ネットがスタートし、市域を超

えた包括的な病々連携、病診連携の強化を図っています。また、新型コロナウイルス感染症の発症

や重症化を抑え、感染症対策に期待されるワクチン接種については、病院での接種を基本として、

国・県・医師会等と連携しながら、国が示す優先順位に応じて接種を進めています。 

 

八幡地域は、市街地に市の中核病院であり、関市板取地区の板取診療所に月 2 回医師を派遣す

るなどへき地医療拠点病院でもある郡上市民病院や、八幡地域で郡上市民病院に次ぐ病床数があ

る八幡病院のほか 7 つの個人開業医院があります。個人開業医院はかかりつけ医としての役割を

担っていますが、医師の高齢化が課題となっています。郡上市民病院は、急性期医療、救急医療に

対応し、各診療所等で診られない患者を受け入れています。また、産科施設としては市内唯一であ

り、また市内に数少ない小児科を有しており、今後も維持をしていくことが必要です。患者の高齢

化に伴い、高齢者特有の疾病に対応する必要がありますが、専門性を持った常駐の医師がいない

ことが課題となっています。 

新型コロナウイルス感染症が全国的に蔓延する中、市民病院においても保健所の依頼を受けて

PCR 検体採取、コロナ患者の受け入れを行っています。また、院内で感染が広がらないための対

策として、玄関での検温のための職員配置、発熱者専用窓口の設置、受付への手指消毒機械及び検

温センサーの設置、診察室へのクリーンパーテションの設置、病棟への陰圧装置の設置などを実

施しています。今後コロナ患者が増えた場合の対応病棟の拡大については、人員等の問題から困

難な状況です。 

市街地に医療機関が集中していますが、市街地以外からは公共交通機関を利用して各病院への

アクセスが可能となっています。将来にわたって、このような医療機関までのネットワークを維

持するとともに、特に高齢者の利便性を考え、病院までのアクセスの見直しを行う必要がありま

す。小那比地区については、国保小那比診療所があり、県北西部地域医療センターにより週１～２

回の巡回診療が行われています。市街地まで距離がある小那比地区にとって、巡回診療はなくて

はならないものとなっています。 

美並地域は、大矢地区に市内で最も病床数が多い慈恵中央病院と、下苅安地区に個人開業医院

があります。個人開業医院では、病院へ行くことができない高齢者等のため、訪問診療を実施して

います。しかし、診療科目が限られることから、かかりつけ医で診療が受けられない場合は、地域

住民は、自家用車や自主運行バス「美並美濃線」、民間の「小那比・美並乗合タクシー」を利用し

て隣接する美濃市立美濃病院や八幡地域の医療機関など地域外への通院も見られます。このため、

交通アクセスの向上が課題となっていることから、地域住民の意見を踏まえつつ、令和 3 年 1 月

から運行便数を増やすなどの対策を行ってきました。 
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明宝地域は、大谷地区に個人開業医院、小川地区に国保和良診療所小川出張診療所があります。

特に小川地区は、中核となる郡上市民病院まで 30km を超える遠距離にあり、公共交通は１日 3 本

の自主運行バスのみであるため、週 1 回の出張診療所開設は地域になくてはならないものとなっ

ています。そのため、外来診療並びに訪問診療、平成 20 年度より始まった特定健診など、地域住

民が安心して暮らすための医療体制の確保が必須であり、包括的な保健・医療・福祉サービスの提

供が重要な課題となっています。 

和良地域は、昭和 41 年に開設した国保和良病院が、「予防を主とし、治療を従とする」という

基本理念のもと、永く地域住民の保健医療福祉を担ってきました。平成 19 年 8 月に診療所へ移行

したことを機に、市内にある他の直営診療施設とともに、地域診療体制の一元化及び機能強化を

ねらいとした郡上市地域医療センターを設置しました。現在は、県北西部地域医療センターの枠

組みの下、国保和良診療所のほか、国保和良歯科診療所、和良介護老人保健施設の 3 施設が併設

されており、これらを通じて需要に対応し得る包括的な地域医療体制の充実と持続的な提供が望

まれます。 

 

＜その対策＞ 

慢性的に不足している医師確保を最優先課題として捉え、岐阜大学医学部付属病院との連携や

インターネットによる公募とともに、地域医療を志す研修医の受け入れや医師を目指す県内高校

生等を対象としたへき地医療研修の開催など、地域医療を担う次世代育成にも継続的に傾注しま

す。 

限られた医療機関及び医師数で、市民の健康を支える地域医療を守るためには、医療機関の役

割分担と連携をより強化することが有効です。このため、県北西部地域医療センター構成機関の

さらなる協力・連携強化を進めます。 

医療機器や施設を充実させる一方、国が示す「新公立病院改革ガイドライン」に沿って策定する

新改革プランに基づいた経営の効率化、再編・ネットワーク化と、地域医療構想を踏まえた役割の

明確化による経営形態の見直しを進めます。また、かかりつけ医、家庭医として、訪問診療、巡回

診療等地域の実情に合った医療体制の構築を目指すとともに、医療だけでなく、住まい・介護・予

防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を行います。 

新型コロナウイルス感染症対策については、感染状況を注視しながら状況に応じて、宿泊療養

施設の有効な活用や保健所との連携による市外病院への入院、対応病棟拡大のための人材確保な

どを検討します。 

 

八幡地域においては、郡上市民病院を中心として、現在の医療ネットワークを維持していくこ

とが必要です。さらに、来院することができない高齢者等への訪問診療、訪問看護を充実するとと

もに、訪問看護と連携したオンライン診療を検討します。なお、高齢者が多く、公共交通が限られ

る小那比地域においては、国保小那比診療所による地域医療の継続的な提供に努めます。 

美並地域においては、病気になっても、車で行けなくなっても、継続して通院できるように公共

交通機関等の交通手段を充実させます。また、家族の支援が得られない等の理由で通院できない

場合に訪問診療を継続して利用し、安心して医療を受けられるように訪問診療可能な医師の確保

に努めます。 

明宝地域（特に小川地区）においては、県北西部地域医療センター国保和良診療所による出張診

療所体制の維持により、予防医療等、地域住民の健康の保持・増進が推進されています。ふるさと

林道の開通により和良地域との距離が大幅に短縮されたことや、令和 3 年中に供用開始が予定さ

れている「（仮称）めいほうトンネル」の開通により道路事情は大きく改善されますが、公共交通

が限られ、高齢者が多いことなどから、引き続き小川出張診療所が地域に果たす医療の役割は大

きく、今後も総合的な医療体制の確保に一層努めるものとします。 

和良地域においては、郡上市民病院や国保白鳥病院を基幹病院とした県北西部地域医療センタ

ーとの連携を密にして、医療ネットワークの形成を促進するとともに、地域の事情に即し、かかり

つけ医機能や疾病予防、保健維持増進、介護保険利用に伴う在宅医療を支えるなど、地域のニーズ

に対応した、包括的に展開する地域医療体制を目指します。 
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（２）計画 
 
事業計画（令和３度～令和７年度） 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

7 医療の確保 (1)診療施設 

診療所 国保和良診療所 医療機器更新

（内視鏡ｼｽﾃﾑ、内視鏡洗浄機、 

 電子ｶﾙﾃｻｰﾊﾞ、ﾌｧｲﾙﾒｰｶｰｻｰﾊﾞ、 

Hba1c 検査機器、体成分分析

装置ほか） 

郡上市 和良 

 

 

（３）公共施設等総合管理計画等との整合 
 

公共施設等総合管理計画では、病院施設を「地域医療の拠点や身近な診療機関として、民間病

院等の状況に配慮しながら市が主体となり適正配置を考え、持続的な地域医療を確保する施設

分野」として位置付け、次のとおり管理方針を定めています。また、公共施設等総合管理計画の

実施計画である公共施設適正配置計画では、個々の施設の方向性についてより具体的に定めて

おり、その方針について以下に示します。 

      

【病院施設】 

（公共施設等総合管理計画における基本方針） 

○現在の医療体制を確保するため、既存施設の長寿命化を行いながら施設の更新費用を

平準化します。 

（公共施設適正配置計画における個々の施設の具体的方針） 

国保和良診療所 
機能 継続 

施設 継続 

・県北西部地域医療センター診療所群の中核的な診療所機能、和良地域のへき地医療の拠点機

能、住民健診の拠点機能は継続します。なお、休止している入院診療機能の廃止と施設の有効

活用について、和良地域の公共施設全体の適正配置の中で検討します。 

・施設は、予防保全を含め計画的な改修を行い、長寿命化を図ります。 

・現在の管理運営手法を継続します。 

 


